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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本音響学会（ASJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を

改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正し

た日本産業規格である。これによって，JIS T 1201-1:2011 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，この規格の改正公示日から 3 年間は JIS T 1201-1:2011 を適用してもよい。また，この規格に統合

された JIS T 1201-2:2000 は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律との関

係から，この規格の改正と同時には廃止せず，この規格の改正公示日から 3 年を経過した後に廃止する。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 T 1201-1：2020 
 

聴覚検査機器－第 1 部：純音聴力検査 

及び語音聴覚検査に用いる機器 

Audiometric equipment- 

Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry 

 

序文 

この規格は，2017 年に第 4 版として発行された IEC 60645-1 を基とし，我が国の健診制度等に対応する

ため，技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所及び附属書 JA は，対応国際規格にはない事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，聴覚いき（閾）値レベルを，音響心理学的検査法によって標準化された基準いき（閾）値

レベルと比較して測定するため，及び語音検査材料を用いて音響心理学的検査を行うために設計された機

器（以下，オージオメータという。）の一般要求事項について規定する。 

この規格は，次の事項を確かにすることを目的とする。 

a) 同一の耳において 125 Hz～16 kHz の周波数範囲で聴覚検査を行った場合，この規格に適合した異なる

純音オージオメータを用いても，実質的に同一の結果を与える。 

b) 得られた結果が，被検査耳の聴覚と基準の聴覚いき（閾）値との正しい比較を表す。 

c) 標準化された方法で被検者に語音を提示する手段が提供される。これは，ある語音信号及び信号提示

方法を用いた聴力検査を，この規格に適合した異なるオージオメータを使用して行った場合，実質的

に同一の結果を与える。 

d) 提示する検査信号の範囲，動作モード又は想定される主要な用途に従って，オージオメータを分類す

る。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60645-1:2017，Electroacoustics－Audiometric equipment－Part 1: Equipment for pure-tone and 

speech audiometry（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 


